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北九州市告示第９号  
北九州市自転車の放置の防止に関する条例（平成元年北九州市条例第８号）

第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により放置自転車を移動し、保管し

たので、同条例第１３条第１項の規定により次のとおり告示する。  
 令和８年１月１６日  

北九州市長 武 内 和 久   
１ 移動し、保管した自転車が放置されていた場所、移動し、保管した自転車

の台数、移動し、保管した年月日並びに保管及び返還を行う場所  
  別表のとおり  
２ 返還事務を行う時間  
  月曜日から金曜日まで 午後３時から午後７時まで  
  土曜日 午後１時から午後５時まで  
  ただし、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定す

る休日は、返還事務を行わない。  
３ 問合せ先  
  北九州市小倉北区城内１番１号  
  北九州市都市整備局道路部道路維持課（電話 ０９３－５８２－２２７４） 
４ 返還を受けるために必要な事項  
  自転車の返還を受けようとする者は、自己の住所及び氏名並びに当該自転

車の利用者等であることを証明するものを提示しなければならない。  
５ その他  
  この告示に係る自転車について、この告示の日から起算して３月を経過し

ても利用者等が当該自転車を引き取らない場合は、北九州市において処分す

る。  
別表  

移動し、保管した自転車  
が放置されていた場所  

移動し、  
保管した  
自転車の  
台数  

移動し、保  
管した年月  
日  

保管及び返還を行う  
場所  

門司区自転車放置禁止区  
域外  
 

４台  
 

令和７年１  
２月１０日  

北九州市小倉北区青  
葉二丁目１番 

青葉自転車保管所  
 

４台  令和７年１  
２月２５日  

ＪＲ小倉駅周辺地区自転 １２台  令和７年１  
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車放置禁止区域   ２月１７日   
 ＪＲ西小倉駅周辺地区自 

転車放置禁止区域  
１台  令和７年１  

２月２５日  

ＪＲ南小倉駅周辺地区自 

転車放置禁止区域  
５台 令和７年１ 

２月１０日 

北九州市小倉南区下  
城野一丁目１番  
下城野自転車保管所  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小倉北区自転車放置禁止  
区域外  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２台 令和７年１ 

２月１日 

２台 

 

令和７年１ 

２月３日 

３台 

 

令和７年１ 

２月４日 

１台 

あ 

令和７年１ 

２月８日 

１台 令和７年１ 

２月９日 

４台 令和７年１ 

２月１６日 

３台 

 

令和７年１ 

２月１７日 

１台 令和７年１ 

２月１８日 

２台 令和７年１ 

２月１９日 

３台 

 

令和７年１ 

２月２３日 

１台 

 

令和７年１ 

２月２４日 

３台 

 

令和７年１ 

２月２５日 

２台 

 

令和７年１ 

２月２６日 

ＪＲ下曽根駅周辺地区自  
転車放置禁止区域  

２台 令和７年１ 

２月２２日 

3



小倉南区自転車放置禁止  
区域外  
 
 
 
 

２台 令和７年１ 

２月２日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

２台 令和７年１ 

２月３日 

３台 令和７年１ 

２月５日 

１台  
 

令和７年１  
２月９日  

１台  令和７年１  
２月１０日  

３台  
 

令和７年１  
２月１１日  

 
 
 
 
 
 
 
 

２台  
 

令和７年１  
２月１５日  

 

３台  令和７年１  
２月１７日  

３台  令和７年１  
２月１９日  

２台  
 

令和７年１  
２月２２日  

３台  令和７年１  
２月２３日  

３台  令和７年１  
２月２４日  

１台  令和７年１  
２月２６日  

若松区自転車放置禁止区  
域外  
 
 
 

１台  
 

令和７年１  
２月３日  

北九州市戸畑区三六  
町１３番  
三六自転車保管所  １台  令和７年１  

２月５日  
３台  令和７年１  

２月１１日  
１台  令和７年１  

２月１８日  
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３台  令和７年１  
２月２６日  

八幡東区自転車放置禁止  
区域外  

１台  令和７年１  
２月１２日  

北九州市八幡西区大  
字藤田２３１９番６  
藤田自転車保管所  ＪＲ黒崎駅周辺地区自転  

車放置禁止区域  
４台  令和７年１  

２月４日  
ＪＲ折尾駅周辺地区自転  
車放置禁止区域  

２台  令和７年１  
２月１６日  

北九州市八幡西区長  
崎町２番  
長崎町自転車保管所  
 

ＪＲ陣原駅周辺地区自転  
車放置禁止区域  

１台  令和７年１  
２月２４日  

八幡西区自転車放置禁止  
区域外  
 
 
 
 
 
 
 
 

４台  
 

令和７年１  
２月１日  

北九州市八幡西区大  
字藤田２３１９番６  
藤田自転車保管所  
 
 
 
 
 
 

１台  
 

令和７年１  
２月４日  

１台  
 

令和７年１  
２月１０日  

２台  
 

令和７年１  
２月１１日  

９台  
 

令和７年１  
２月１５日  

１台  
 

令和７年１  
２月１６日  

１台  
 

令和７年１  
２月２２日  

３台  
 

令和７年１  
２月２４日  

ＪＲ九州工大前駅周辺地  
区自転車放置禁止区域  
 
 

９台  
 

令和７年１  
２月１２日  

北九州市戸畑区三六  
町１３番  
三六自転車保管所  ２４台  令和７年１  

２月２３日  
ＪＲ戸畑駅周辺地区自転  
車放置禁止区域  

１台  令和７年１  
２月１８日  

戸畑区自転車放置禁止区  
域外  

３台  令和７年１  
２月１７日  
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北九州市告示第１０号  
  瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号）第５条第１項の

規定による特定施設の設置の許可申請があったので、同条第４項の規定により

その概要を告示し、同条第３項に規定する事前評価に関する事項を記載した書

面を次のとおり公衆の縦覧に供する。 

 なお、当該特定施設の設置に関し利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日

までに、北九州市長に、事前評価に関する事項についての意見書を提出するこ

とができる。  
  令和８年１月１６日 

北九州市長 武 内 和 久   
１  申請の概要  

（１） 申請者  
      大阪府吹田市西御旅町５番８号 

株式会社日本触媒イオネル国内立地準備室長 髙木浩之 

（２） 工場又は事業場の所在地及び名称  
      北九州市若松区響町一丁目９４番５号 

株式会社日本触媒北九州工場  
 （３） 設置される特定施設に関する事項 

ア 名称、種類及び能力 

（ア） 

名称 Ｔ―１９８１ 

種類 水質汚濁防止法施行令別表第１の第２７号ヌに掲げる廃ガ

ス洗浄施設 

能力 ２，８００Ｎｍ³／時間 

（イ） 

名称 Ｔ―１９８２ 

種類 水質汚濁防止法施行令別表第１の第２７号ヌに掲げる廃ガ

ス洗浄施設 

能力 ２，９００Ｎｍ³／時間 

（ウ） 

名称 Ｔ―１９９１ 

種類 水質汚濁防止法施行令別表第１の第２７号ヌに掲げる廃ガ

ス洗浄施設 

能力 ４，０００Ｎｍ³／時間 

（エ） 
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名称 Ｔ―１９９２ 

種類 水質汚濁防止法施行令別表第１の第２７号ヌに掲げる廃ガ

ス洗浄施設 

能力 ４，３００Ｎｍ³／時間 

（オ） 

名称 Ｔ―１９９３ 

種類 水質汚濁防止法施行令別表第１の第２７号ヌに掲げる廃ガ

ス洗浄施設 

能力 ４，１００Ｎｍ³／時間 

（カ） 

名称 Ｔ―１０８１ 

種類 水質汚濁防止法施行令別表第１の第２７号ヌに掲げる廃ガ

ス洗浄施設 

能力 １，５００Ｎｍ³／時間 

（キ） 

名称 Ｔ―１０８２ 

種類 水質汚濁防止法施行令別表第１の第２７号ヌに掲げる廃ガ

ス洗浄施設 

能力 １，５００Ｎｍ³／時間 

（ク） 

名称 ＡＴ―００１ 

種類 水質汚濁防止法施行令別表第１の第２７号ヌに掲げる廃ガ

ス洗浄施設 

能力 ８．３ｍ³／分 

（ケ） 

名称 Ｆ―１３１２ 

種類 水質汚濁防止法施行令別表第１の第２７号イに掲げるろ過

施設 

能力 ２，７８６Ｌ（容量） 

（コ） 

名称 Ｆ―１５１２Ａ１ 

種類 水質汚濁防止法施行令別表第１の第２７号イに掲げるろ過

施設 

能力 ０．８５ｍ³／時間 
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（サ） 

名称 Ｆ―１５１２Ａ２ 

種類 水質汚濁防止法施行令別表第１の第２７号イに掲げるろ過

施設 

能力 ０．８５ｍ³／時間 

（シ） 

名称 Ｆ―１５１２Ｂ１ 

種類 水質汚濁防止法施行令別表第１の第２７号イに掲げるろ過

施設 

能力 ０．８５ｍ³／時間 

（ス） 

名称 Ｆ―１５１２Ｂ２ 

種類 水質汚濁防止法施行令別表第１の第２７号イに掲げるろ過

施設 

能力 ０．８５ｍ³／時間 

（セ） 

名称 Ｆ―１６０２ 

種類 水質汚濁防止法施行令別表第１の第２７号イに掲げるろ過

施設 

能力 ８ｍ²（ろ過面積） 

 

イ 使用時間間隔、１日当たりの使用時間、季節的変動及び設置年月日 

 （ア） 

名称 Ｔ―１９８１ 

使用時間間隔 連続稼働 

１日当たりの使用時間 ２４時間 

季節的変動 なし 

設置年月日 令和１０年１月３１日 

（イ） 

名称 Ｔ―１９８２ 

使用時間間隔 連続稼働 

１日当たりの使用時間 ２４時間 

季節的変動 なし 

設置年月日 令和１０年１月３１日 
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（ウ） 

名称 Ｔ―１９９１ 

使用時間間隔 連続稼働 

１日当たりの使用時間 ２４時間 

季節的変動 なし 

設置年月日 令和１０年１月３１日 

（エ） 

名称 Ｔ―１９９２ 

使用時間間隔 連続稼働 

１日当たりの使用時間 ２４時間 

季節的変動 なし 

設置年月日 令和１０年１月３１日 

（オ） 

名称 Ｔ―１９９３ 

使用時間間隔 連続稼働 

１日当たりの使用時間 ２４時間 

季節的変動 なし 

設置年月日 令和１０年１月３１日 

（カ） 

名称 Ｔ―１０８１ 

使用時間間隔 連続稼働 

１日当たりの使用時間 ２４時間 

季節的変動 なし 

設置年月日 令和１０年１月３１日 

（キ） 

名称 Ｔ―１０８２ 

使用時間間隔 連続稼働（定修時） 

１日当たりの使用時間 ２４時間（定修時） 

季節的変動 なし 

設置年月日 令和１０年１月３１日 

（ク） 

名称 ＡＴ―００１ 

使用時間間隔 １回／日 

１日当たりの使用時間 ７．５時間 
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季節的変動 なし 

設置年月日 令和１０年１月３１日 

（ケ） 

名称 Ｆ―１３１２ 

使用時間間隔 ２回／日 

１日当たりの使用時間 ６時間 

季節的変動 なし 

設置年月日 令和１０年１月３１日 

（コ） 

名称 Ｆ―１５１２Ａ１ 

使用時間間隔 連続稼働 

１日当たりの使用時間 ２４時間 

季節的変動 なし 

設置年月日 令和１０年１月３１日 

（サ） 

名称 Ｆ―１５１２Ａ２ 

使用時間間隔 連続稼働 

１日当たりの使用時間 ２４時間 

季節的変動 なし 

設置年月日 令和１０年１月３１日 

（シ） 

名称 Ｆ―１５１２Ｂ１ 

使用時間間隔 連続稼働 

１日当たりの使用時間 ２４時間 

季節的変動 なし 

設置年月日 令和１０年１月３１日 

（ス） 

名称 Ｆ―１５１２Ｂ２ 

使用時間間隔 連続稼働 

１日当たりの使用時間 ２４時間 

季節的変動 なし 

設置年月日 令和１０年１月３１日 

（セ） 

名称 Ｆ―１６０２ 
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使用時間間隔 最大２回／日 

１日当たりの使用時間 最大２４時間 

季節的変動 なし 

設置年月日 令和１０年１月３１日 

 

ウ 使用時において当該特定施設から排出される汚水等の１日当たりの通 

常の量及び最大の量並びに当該汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の 

値 

（ア） 

名称 Ｔ―１９８１ 

汚水等の量 

（ｍ³／日） 

通常 １，６００ 

最大 １，７６０ 

水素イオン濃度 
通常 ８～１２ 

最大 ８～１２ 

化学的酸素要求量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ３，９９６ 

最大 ３，９９６ 

浮遊物質量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ３．７ 

最大 ３．７ 

窒素含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ２．３ 

最大 ２．３ 

燐
りん

含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０．１９ 

最大 ０．１９ 

ふっ素含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０ 

最大 ０ 

（イ） 

名称 Ｔ―１９８２ 

汚水等の量 

（ｍ³／日） 

通常 １，６００ 

最大 １，７６０ 

水素イオン濃度 
通常 ８～１２ 

最大 ８～１２ 

化学的酸素要求量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ３，９９６ 

最大 ３，９９６ 

浮遊物質量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ３．７ 

最大 ３．７ 
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窒素含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ２．３ 

最大 ２．３ 

燐含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０．１９ 

最大 ０．１９ 

ふっ素含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０ 

最大 ０ 

（ウ） 

名称 Ｔ－１９９１ 

汚水等の量 

（ｍ³／日） 

通常 ８５．４ 

最大 ９４．０ 

水素イオン濃度 
通常 １０～１３ 

最大 １０～１３ 

化学的酸素要求量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ３．１ 

最大 ３．１ 

浮遊物質量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ３．７ 

最大 ３．７ 

窒素含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ２．３ 

最大 ２．３ 

燐含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０．１９ 

最大 ０．１９ 

ふっ素含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ３，６８２ 

最大 ３，６８２ 

（エ） 

名称 Ｔ－１９９２ 

汚水等の量 

（ｍ³／日） 

通常 ８５．４ 

最大 ９４．０ 

水素イオン濃度 
通常 １０～１３ 

最大 １０～１３ 

化学的酸素要求量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ３．１ 

最大 ３．１ 

浮遊物質量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ３．７ 

最大 ３．７ 

窒素含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ２．３ 

最大 ２．３ 
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燐含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０．１９ 

最大 ０．１９ 

ふっ素含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ３，６８２ 

最大 ３，６８２ 

（オ） 

名称 Ｔ－１９９３ 

汚水等の量 

（ｍ³／日） 

通常 ８５．４ 

最大 ９４．０ 

水素イオン濃度 
通常 １０～１３ 

最大 １０～１３ 

化学的酸素要求量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ３．１ 

最大 ３．１ 

浮遊物質量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ３．７ 

最大 ３．７ 

窒素含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ２．３ 

最大 ２．３ 

燐含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０．１９ 

最大 ０．１９ 

ふっ素含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ３，６８２ 

最大 ３，６８２ 

（カ） 

名称 Ｔ―１０８１ 

汚水等の量 

（ｍ³／日） 

通常 ０．４０ 

最大 ０．４４ 

水素イオン濃度 
通常 １～７ 

最大 １～７ 

化学的酸素要求量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ３．１ 

最大 ３．１ 

浮遊物質量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ３．７ 

最大 ３．７ 

窒素含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ２４５ 

最大 ２４５ 

燐含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０．１９ 

最大 ０．１９ 
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ふっ素含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ３３２ 

最大 ３３２ 

（キ） 

名称 Ｔ―１０８２ 

汚水等の量 

（ｍ³／日） 

通常 ０．０３５ 

最大 ０．３５ 

水素イオン濃度 
通常 ８～１０ 

最大 ８～１０ 

化学的酸素要求量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ５００ 

最大 ５００ 

浮遊物質量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ３．７ 

最大 ３．７ 

窒素含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ２．３ 

最大 ２．３ 

燐含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０．１９ 

最大 ０．１９ 

ふっ素含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ２，２６２ 

最大 ２，２６２ 

（ク） 

名称 ＡＴ―００１ 

汚水等の量 

（ｍ³／日） 

通常 ０．００２３ 

最大 ０．００９３ 

水素イオン濃度 
通常 ８～１２ 

最大 ８～１２ 

化学的酸素要求量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 １２７ 

最大 １２７ 

浮遊物質量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０ 

最大 ０ 

窒素含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ７７ 

最大 ７７ 

燐含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０．２０ 

最大 ０．２０ 

ふっ素含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ９，０４８ 

最大 ９，０４８ 
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（ケ） 

名称 Ｆ―１３１２ 

汚水等の量 

（ｍ³／日） 

通常 ０．３０ 

最大 ０．３３ 

水素イオン濃度 
通常 ５～１０ 

最大 ５～１０ 

化学的酸素要求量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０ 

最大 ０ 

浮遊物質量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０ 

最大 ０ 

窒素含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ３，２１７ 

最大 ３，２１７ 

燐含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０ 

最大 ０ 

ふっ素含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ５，９１６ 

最大 ５，９１６ 

（コ） 

名称 Ｆ―１５１２Ａ１ 

汚水等の量 

（ｍ³／日） 

通常 ０．５８ 

最大 ０．７０ 

水素イオン濃度 
通常 ５～１０ 

最大 ５～１０ 

化学的酸素要求量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ３５１ 

最大 ３５１ 

浮遊物質量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０ 

最大 ０ 

窒素含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ２４１ 

最大 ２４１ 

燐含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０ 

最大 ０ 

ふっ素含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ６５６ 

最大 ６５６ 

（サ） 

名称 Ｆ―１５１２Ａ２ 

15



 

汚水等の量 

（ｍ³／日） 

通常 ０．５８ 

最大 ０．７０ 

水素イオン濃度 
通常 ５～１０ 

最大 ５～１０ 

化学的酸素要求量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ３５１ 

最大 ３５１ 

浮遊物質量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０ 

最大 ０ 

窒素含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ２４１ 

最大 ２４１ 

燐含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０ 

最大 ０ 

ふっ素含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ６５６ 

最大 ６５６ 

（シ） 

名称 Ｆ―１５１２Ｂ１ 

汚水等の量 

（ｍ³／日） 

通常 ０．５８ 

最大 ０．７０ 

水素イオン濃度 
通常 ５～１０ 

最大 ５～１０ 

化学的酸素要求量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ３５１ 

最大 ３５１ 

浮遊物質量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０ 

最大 ０ 

窒素含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ２４１ 

最大 ２４１ 

燐含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０ 

最大 ０ 

ふっ素含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ６５６ 

最大 ６５６ 

（ス） 

名称 Ｆ―１５１２Ｂ２ 

汚水等の量 

（ｍ³／日） 

通常 ０．５８ 

最大 ０．７０ 

16



水素イオン濃度 
通常 ５～１０ 

最大 ５～１０ 

化学的酸素要求量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ３５１ 

最大 ３５１ 

浮遊物質量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０ 

最大 ０ 

窒素含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ２４１ 

最大 ２４１ 

燐含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０ 

最大 ０ 

ふっ素含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ６５６ 

最大 ６５６ 

（セ） 

名称 Ｆ―１６０２ 

汚水等の量 

（ｍ³／日） 

通常 ０．５０ 

最大 ０．６０ 

水素イオン濃度 
通常 ５～１０ 

最大 ５～１０ 

化学的酸素要求量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０．１４ 

最大 ０．１４ 

浮遊物質量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０ 

最大 ０ 

窒素含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ４１２ 

最大 ４１２ 

燐含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０ 

最大 ０ 

ふっ素含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 １，１１７ 

最大 １，１１７ 

 

（４） 汚水等の処理施設に関する事項 

使用時における当該汚水処理施設による処理後の汚水等の１日当たりの

通常の量及び最大の量並びに当該汚水等の汚染状態の通常値及び最大の値

等 

  ア 処理施設名 排水処理設備（ＣＯＤ） 

項目 処理後 
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汚水等の量 

（ｍ３／日） 

通常 １，６００ 

最大 １，７６０ 

水素イオン濃度 
通常 ５～９ 

最大 ５～９ 

浮遊物質量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ３．７ 

最大 ３．７ 

化学的酸素要求量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 １７．５ 

最大 ２８ 

窒素含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ２．３ 

最大 ２．３ 

燐含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０．１９ 

最大 ０．１９ 

ふっ素及びその化合物 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０ 

最大 ０ 

 イ 処理施設名 排水処理設備（Ｆ） 

項目 処理後 

汚水等の量 

（ｍ３／日） 

通常 ２，４００ 

最大 ２，６４０ 

水素イオン濃度 
通常 ５～９ 

最大 ５～９ 

浮遊物質量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ８．４ 

最大 ２２．１ 

化学的酸素要求量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ４．５ 

最大 ５．３ 

窒素含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ６５ 

最大 ６５ 

燐含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０．８ 

最大 １．１ 

ふっ素及びその化合物 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ５．３ 

最大 １９．０ 

アンモニア含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ７８．９ 

最大 ７８．９ 

ウ 処理施設名 廃酸分解槽（Ａ―１９０１） 

項目 処理後 
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汚水等の量 

（ｍ３／日） 

通常 ３５．６ 

最大 ３５．６ 

水素イオン濃度 
通常 １以下 

最大 １以下 

浮遊物質量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ２．４ 

最大 ２．７ 

化学的酸素要求量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ２．０ 

最大 ２．２ 

窒素含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ４，２２３ 

最大 ４，３２０ 

燐含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０．１３ 

最大 ０．１４ 

ふっ素及びその化合物 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 １８，５７０ 

最大 １９，７１５ 

アンモニア含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ５，１２８ 

最大 ５，２４５ 

 

（５） 排出水に関する事項 

ア 排水口名 総合排水口 

イ 排出水の量及び汚染状態 

項目   

排出水の量 

（ｍ３／日） 
通常 ４，０７３．４ 

最大 ４，４８８．４ 

水素イオン濃度 
通常 ５～９ 

最大 ５～９ 

浮遊物質量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ６．７ 

最大 １４．７ 

化学的酸素要求量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 １０．０ 

最大 １４．６ 

窒素含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ３９．４ 

最大 ３９．４ 

燐含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０．５８ 

最大 ０．７５ 

ふっ素及びその化合物 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ３．２ 

最大 １１．２ 
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アンモニア、アンモニウ 

ム化合物、亜硝酸化合物 

及び硝酸化合物 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 １５．８ 

最大 １５．８ 

フェノール類含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 含有しない 

最大 ０．３０ 

ノルマルヘキサン抽出物 

質含有量（ｍｇ／ℓ ） 

通常 含有しない 

最大 含有しない 

 

２  縦覧の期間及び場所  
（１） 期間  

令和８年１月１６日から同年２月６日まで（日曜日、土曜日及び国民の  
祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。  
）の毎日午前８時３０分から午後５時１５分まで  

（２） 場所 

北九州市小倉北区城内１番１号 

北九州市環境局環境監視部環境監視課 

 

３  意見書の提出要領  
事前評価に関する事項についての意見をできるだけ具体的に記載した文書 

を、令和８年２月６日までに前項第２号の場所に到着するように提出する 

こと。 
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北九州市告示第１１号  
  瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号）第５条第１項の

規定による特定施設の設置の許可申請があったので、同条第４項の規定により

その概要を告示し、同条第３項に規定する事前評価に関する事項を記載した書

面を次のとおり公衆の縦覧に供する。 

 なお、当該特定施設の設置に関し利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日

までに、北九州市長に、事前評価に関する事項についての意見書を提出するこ

とができる。  
  令和８年１月１６日 

北九州市長 武 内 和 久   
１  申請の概要  

（１） 申請者  
      北九州市若松区北湊町１３番２号 

日揮触媒化成株式会社北九州事業所 

執行役員北九州事業所長 乗松達也 

（２） 工場又は事業場の所在地及び名称  
      北九州市若松区北湊町１３番２号  

日揮触媒化成株式会社北九州事業所  
 （３） 設置される特定施設に関する事項 

ア 名称、種類及び能力 

名称 
Ｄ―１１（Ｎｏ．３ＤＤ排気ウェットスクラバ

ー） 

種類 

水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第１８８

号）別表第１の第２７号ルに掲げる湿式集じん施

設 

能力 ８ｍ³／分 

イ 使用時間間隔、１日当たりの使用時間、季節的変動及び設置年月日 

使用時間間隔 連続 

１日当たりの使用時間 ２４時間 

季節的変動 なし 

設置年月日 許可日以降 

ウ 使用時において当該特定施設から排出される汚水等の１日当たりの通 

常の量及び最大の量並びに当該汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の 

値 
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汚水等の量 

（ｍ３／日） 

通常 １０ 

最大 １０ 

水素イオン濃度 
通常 ８．０ 

最大 ８．０ 

浮遊物質量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 １１０ 

最大 １１０ 

化学的酸素要求量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ４ 

最大 ４ 

窒素含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 １未満 

最大 １未満 

燐
りん

含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 １未満 

最大 １未満 

（４） 汚水等の処理施設に関する事項 

使用時における当該汚水処理施設による処理後の汚水等の１日当たりの

通常の量及び最大の量並びに当該汚水等の汚染状態の通常値及び最大の値

等 

処理施設名 廃水処理施設 

項目 設置前 設置後 

汚水等の量 

（ｍ３／日） 

通常 １２，１００ 

最大 １３，８７３ 
同左 

水素イオン濃度 
通常 ５．８ 

最大 ８．６ 
同左 

浮遊物質量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ２７ 

最大 ４２ 
同左 

化学的酸素要求量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 １０ 

最大 １５ 
同左 

窒素含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ４０ 

最大 ６０ 
同左 

燐含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０．２ 

最大 ０．９ 
同左 

ほう素及びその化合物 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ５ 

最大 １０ 
同左 

ふっ素及びその化合物 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ４ 

最大 ８ 
同左 
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アンモニア、アンモニウ 

ム化合物、亜硝酸化合物 

及び硝酸化合物 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ４０ 

最大 ６０ 
同左 

生物化学的酸素要求量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 １０ 

最大 １５ 
同左 

 （５） 排出水に関する事項 

ア 排水口名 Ｎｏ．４排水口 

イ 排出水の量及び汚染状態 

項目 設置前 設置後 

汚水等の量 

（ｍ３／日） 

通常 １１，３９２ 

最大 １２，９８８ 
同左 

水素イオン濃度 
通常 ５．８ 

最大 ８．６ 
同左 

浮遊物質量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ２７ 

最大 ４２ 
同左 

化学的酸素要求量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 １０ 

最大 １５ 
同左 

窒素含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ４０ 

最大 ６０ 
同左 

燐含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０．２ 

最大 ０．９ 
同左 

ほう素及びその化合物 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ５ 

最大 １０ 
同左 

ふっ素及びその化合物 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ４ 

最大 ８ 
同左 

アンモニア、アンモニウ 

ム化合物、亜硝酸化合物 

及び硝酸化合物 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ４０ 

最大 ６０ 
同左 

生物化学的酸素要求量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 １０ 

最大 １５ 
同左 

 

２  縦覧の期間及び場所  
（１） 期間  
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令和８年１月１６日から同年２月６日まで（日曜日、土曜日及び国民の  
祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。  
）の毎日午前８時３０分から午後５時１５分まで  

（２） 場所 

北九州市小倉北区城内１番１号 

北九州市環境局環境監視部環境監視課 

 

３  意見書の提出要領  
事前評価に関する事項についての意見をできるだけ具体的に記載した文書 

を、令和８年２月６日までに前項第２号の場所に到着するように提出する 

こと。 
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北九州市公告第３０号 
一般競争入札により、機器等の借入れ及び保守業務契約を締結するので、地

方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州

市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）

第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。 

  令和８年１月１６日 

北九州市長 武 内 和 久 
１ 調達内容 
 （１） 業務の名称 

特定在留カード及び特定特別永住者証明書対応に係る環境整備事業 
 （２） 履行の内容等 仕様書で定めるとおり 
 （３） 履行期間 契約締結日から令和８年３月３１日まで 
 （４） 履行場所 北九州市の指定する場所 
 （５） 入札方法 総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載 

された金額に１００分の１０に相当する金額を加算した金額（１円未満の

端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落

札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者で

あるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００

に相当する金額を入札書に記載すること。 
２ 競争入札参加資格 
  次の各号のいずれにも該当する者であること。 
 （１） 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること 
  。 

（２） 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す 
る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条の有資格業者名簿に記載

されていること。 
（３） 北九州市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

３ 入札手続等 
（１） 契約条項を示す場所及び期間 

ア 場所 北九州市小倉北区城内１番１号 
       北九州市総務市民局市民部区政推進課 
  イ 期間 この公告の日から令和８年１月３０日まで（日曜日及び土曜日

を除く。）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時から

午後４時３０分まで 
（２） 入札関係資料の交付方法 入札説明会は行わず、令和８年１月２１
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日午後４時３０分まで、前号アの場所又は電子メールにて、入札関係資料

を無償で交付する。 
（３） 入札参加申出書の提出 この公告に係る一般競争入札に参加を希望

する者は、令和８年１月２１日午後４時３０分までに入札参加申出書を第

１号アの場所に提出しなければならない。 

（４） 入札書の受領期限 第１号アの場所に、令和８年１月３０日午後１

時３０分までに提出のこと。郵送による提出も可とする。 
（５） 入札及び開札の場所及び日時 

  ア 場所 北九州市小倉北区城内１番１号 
       北九州市総務市民局市民部区政推進課 

イ 日時 令和８年１月３０日午後１時３０分 
４ その他 
 （１） 契約手続において使用する言語及び通貨 
  ア 言語 日本語 
  イ 通貨 日本国通貨 

（２） 入札保証金及び契約保証金 
  ア 入札保証金 入札価格の１００分の５以上。ただし、契約規則第５条 

第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 
  イ 契約保証金 契約金額の１００分の５以上。ただし、契約規則第２５ 

条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当する場合は、免除する。 
 （３） 入札の無効 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札は無

効とする。 
 （４） 落札者の決定方法 契約規則第１３条第１項の規定により定められ 

た予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者 
とする。 

 （５） 契約書作成の要否 要 
（６） 契約書作成に要する費用 全て落札者の負担とする。 

 （７） この公告に係る事務を担当する主管課の名称及び所在地等 
   北九州市総務市民局市民部区政推進課 
   〒８０３－８５０１ 北九州市小倉北区城内１番１号 
   電話 ０９３－５８２－２１０７ 
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北九州市上下水道局公告第５号 

 一般競争入札により、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例

を定める政令（平成７年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約を締

結するので、北九州市上下水道局物品等又は特定役務の調達手続の特例を定め

る規程（平成７年北九州市水道局管理規程第６号）第２条において準用する北

九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年北九州市

規則第７８号）第５条第１項の規定により読み替える北九州市契約規則（昭和

３９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規

定により次のとおり公告する。  
  令和８年１月１６日  
               北九州市上下水道局長 廣 中 忠 孝  

１ 調達内容 

（１） 特定役務の名称及び数量 

     日明浄化センター汚泥搬出業務 一式 

  （２） 履行の内容等  仕様書に定めるとおり 

  （３） 履行期間  令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 （４） 履行場所  北九州市上下水道局長の指示する場所 

（５） 入札方法  脱水ケーキ及び洗砂の予定数量に、それぞれ１トン当た

りの単価を掛けた総価により行う。ただし、契約は、落札金額の１トン当

たりの価格による単価契約とする。落札決定に当たっては、入札書に記載

された金額に当該金額の１００分の１０に相当する金額を加算した金額（

当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるもの

とする。）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費

税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金

額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

２  競争入札参加資格 

    次の各号のいずれにも該当する者であること。 

  （１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。 

  （２） 北九州市上下水道局物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審

査等に関する規程（平成７年北九州市水道局管理規程第２号）第２条にお

いて準用する北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等

に関する規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業

者名簿（以下「有資格業者名簿」という。）に記載されていること。 

 （３） 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）
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第１４条第１項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業（品目：汚泥）の福

岡県知事の許可を受けた者であること。 

  （４） 北九州市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

３  競争入札参加資格審査の申請 

この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者で有資格業者名簿に記載

されていないものは、北九州市技術監理局契約部契約制度課（電話 ０９３

－５８２－２５４５）に本入札に参加を希望する旨を告げた上で、令和８年

２月６日までに競争入札参加資格審査申請を行わなければならない。 

４  入札手続等 

  （１） 契約条項を示す場所及び期間 

    ア  場所  北九州市小倉北区大手町１番１号 

              北九州市上下水道局下水道部施設課 

  イ  期間  この公告の日から令和８年２月２７日まで（日曜日、土曜日及

び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休

日（以下「日曜日等」という。）を除く。）の毎日午前９時から午前１

１時３０分まで及び午後１時から午後４時３０分まで。 

  （２） 入札説明書及び仕様書等の交付方法  北九州市上下水道局ホームペ 

  ージ入札・契約情報（ http://www.city.kitakyushu.lg.jp/suidou/menu02_0001.html） 

  からダウンロードする方法により交付する。 

  （３） 入札説明会 入札説明会は、行わないものとする。 

  （４） 競争参加の申出書の提出  

ア 郵送による場合の競争参加申出書の提出期限 第１号アの場所に書留 

郵便により、令和８年２月６日午後５時までに必着のこと。 

  イ 持参による場合の競争参加申出書の提出期限 第１号アの場所にこの 

   公告の日から令和８年２月６日まで（日曜日等を除く。）の毎日午前９

時から午前１１時３０分まで及び午後１時から午後４時３０分までに提

出のこと。 

  （５） 郵送による場合の入札書の提出期限 第１号アの場所に書留郵便に

より、令和８年２月２５日午後５時までに必着のこと。 

 （６） 入札及び開札の場所及び日時  
  ア 場所 北九州市小倉北区大手町１番１号  
       小倉北区役所庁舎西棟４階総務課会議室  
  イ 日時 令和８年２月２７日午前１０時  
５  その他   

  （１） 契約手続において使用する言語及び通貨 
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    ア  言語  日本語 

    イ  通貨  日本国通貨 

  （２） 入札保証金及び契約保証金 

  ア  入札保証金  入札価格の１００分の５以上。ただし、北九州市上下水

道局契約規程（昭和３９年北九州市水道局管理規程第２５号。以下「契

約規程」という。）において準用する契約規則第５条第７項各号のいず

れかに該当する場合は、免除する。  
  イ  契約保証金   契約金額の１００分の５以上。ただし、契約規程におい

て準用する契約規則第２５条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当

する場合は、免除する。  
 （３） 保証人  
  ア 人数 １名  
  イ 要件 次に掲げる要件を備えた者でなければならない。  
   （ア） 契約の相手方が何らかの理由で契約を履行できなくなった場合

、契約の相手方に代わって契約を履行できる者  
   （イ） 契約の相手方が発注者又は第三者に損害を与えた場合、契約の

相手方に代わってその損害を補償できる者  
   （ウ） 契約規程において準用する契約規則第２条の規定に該当しない

者で同規則第３条に規定する資格を有するものであること。  
  （４） 入札の無効  

次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

  ア  この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札 

    イ  申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

  ウ  契約規程において準用する契約規則第１２条各号のいずれかに該当す

る入札 

  （５） 落札者の決定方法  契約規程において準用する契約規則第１３条第

１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て入札を行った者を落札者とする。 

  （６） 契約書作成の要否  要 

 （７） 契約書作成に要する費用は、全て落札者の負担とする。 

  （８） この公告に係る契約は、政府調達に関する協定の適用を受けるもの 

である。 

（９） この公告に係る契約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２３４条の３の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属す 

る年度の翌年度以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削除 
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があった場合、発注者は、この契約を変更し、又は解除することができる 

ものとする。  
  （１０） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所 

在地等 

    北九州市上下水道局下水道部施設課  
   〒８０３－８５１０ 北九州市小倉北区大手町１番１号  
   電話 ０９３－５８２－２４８５ 

６ Summary  

（１） Nature of service to be procured 

         Commissioned service for collection of sewage sludge of Hiagari  

Treatment Plant  

 （２） Deadline of Tender(by hand)  

10:00a.m., February 27,2026  

 （３） Deadline of Tender(by mail)  

5:00p.m., February 25,2026  

（４） For further information, please contact:  

Facilities Construction Division,  

Sewer System Department, Water and Sewer Bureau,  

City of Kitakyushu,  

1-1 Otemachi, Kokurakita-Ku, Kitakyushu-city 803-8510 Japan  

TEL 093-582-2485 
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